別表１
世帯の所得を証明する書類一覧
世帯の範囲について
●患児と同じ医療保険に加入している家族を、「世帯」とします。
・住民票上は同じ世帯でも、加入している医療保険が異なれば、別の「世帯」です。
・住民票上は別の世帯でも、加入している医療保険が同じであれば、同じ「世帯」です。
世帯の所得について
●患児が加入している医療保険の種類により、所得を確認する被保険者の範囲が決まります。
・健康保険、組合等の場合は、“被保険者”の所得を確認します。“被扶養者”の所得は確認しません。（被用者保険は被保険者の課税所得証明書類が必要です。被保険者が患児のみの場合もあります。）
・国民健康保険の場合は、「世帯」内の被保険者全員の所得を確認します。
　（国民健康保険（国保組合）は原則被保険者全員の課税所得証明書が必要です。）
	階層区分
	階層区分の説明
	世帯の所得を証明する書類
	備考

	生活保護
	患児の属する世帯が生活保護世帯である場合
	福祉事務所の生活保護受給証明書（原本）
	

	低所得１
	患児の加入する医療保険の被保険者が市町村民税非課税であって、支給認定保護者（＝申請者）の収入が８２．６５万円以下である場合（「生保」を除く。）
	１　被保険者の市町村民税非課税（所得）証明書（原本）（地方税法の合計所得金額のわかるもの）
２　支給認定保護者の収入を証明する書類：市町村の所得証明書、年金証書の写し、手当証書の写し、振込み通知書の写しなど
	患児の支給認定保護者の収入が８２.６５万円以下であることが必要です。

	低所得２
	患児の加入する医療保険の被保険者が市町村民税非課税である場合（「生保」「低１」を除く。）
	市町村民税非課税（所得）証明書（原本）
	患児の加入する医療保険に加入している被保険者が非課税であることが必要です。

	一般所得１
	患児の加入する医療保険の被保険者の市町村民税（所得割）額が７万１千円未満である場合（「生保」「低１」「低２」を除く。）
	次のいずれかの書類が必要
①市町村民税課税証明書（原本）

②給与所得に係る特別徴収税額決定通知書（原本）
③市町村民税額決定・納税通知書（原本）
	②及び③について、給与から特別徴収される方（サラリーマン等）は5月頃勤務先から配布、普通徴収の方（自営業や年金所得者等）は6月頃自治体から郵送されています。

	一般所得２
	患児の加入する医療保険の被保険者の市町村民税（所得割）額が７万１千円以上２５万１千円未満である場合
	一般所得１と同じ
	一般所得１と同じ

	上位所得
	患児の加入する医療保険の被保険者の市町村民税（所得割）額が２５万１千円以上である場合
	一般所得１と同じ
	一般所得１と同じ


※市町村民税の課税年額証明書は、７月１日の申請から該当年度分（前年分）になります。
※毎年１月１日現在において、指定都市に住所を有していた方については、「市町村民税（非）課税証明書」を提出してください。
　平成２９年度税制改正において、道府県から指定都市へ個人住民税所得割の税率２％相当分が税源移譲されましたが、平成３０年以降、毎年１月１日に指定都市に住所を有していた方については、改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率（６％）により算定された所得割額を用いて、自己負担上限額の算定を行うことになったため、税源移譲前の所得割額が記載されている「市町村民税（非）課税証明書」の提出が必要となっています。
